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一之江境川親水公園沿線景観地区の決定について 

 
一之江境川親水公園沿線での景観形成の必要性 

一之江境川親水公園沿線は、親水公園を中心に、緑豊かな環境のもと、低層の建築物を中

心としたまちなみや、かつての本区の原風景ともいうべき社寺や農地など、魅力的な景観が

多くあります。一方で、沿線には低未利用地も多く、今後、まちなみが変化することが想定

されています。そこで、今の魅力的な景観を次世代に残していくとともに、親水公園の水と

緑豊かな環境を基軸とした魅力ある都市景観の創出を図るため、景観地区及び地区計画を都

市計画決定し、地域で共有､共感できる景観まちづくりに取り組むことが必要と考えました。 

住宅市街地における景観形成 

従来の景観形成の取り組みは、歴史的街並みの保全や景勝地などの自然環境の保全が中心

でしたが、本地区のように、既成住宅市街地において親水公園の水と緑の環境を活かした新

たな景観形成を進めるまちづくりは、全国的にも珍しい取り組みとなっています。 

地域との協働による景観まちづくり 

景観まちづくりを進めるにあたっては、地域の方々と景観まちづくり懇談会を開催し、ま

ちづくりのルールなどについて話し合いを重ねるとともに、説明会の開催や都市計画審議会

の審議などを経て、都市計画決定しました。 

今後は、今回定める建物づくりのルールに加え、より魅力ある景観づくりを進めるため、

暮らし方・住まい方など具体的な地域活動について、地域の方々と意見交換を行い、まとめ

ていきたいと考えております。 

 

○対象地区の概要 

 ◆一之江境川親水公園沿い両側 20m の範囲（延長：約 3.2km 面積：約 18ha） 

 ◆関連町会 13   地権者数 約 1,200 人  

◆一之江境川親水公園沿線景観まちづくり懇談会 ６４人 ６回開催（フィールドワーク

含む） 述べ１２７人参加 

◆景観まちづくりニュースの作成、配布 ５号発行（合計８０００部） 

 

○景観まちづくりの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの経過と今後の予定 

景観まちづくりの目標・方針 

まちの骨格となる建物づくりのルール 

景観地区 

・建物の外壁等の色彩の制限 
・建物の高さの制限(10~16m) 
・建物の壁面の後退位置(0.5m) 
・敷地面積の最低限度(100 ㎡) 

暮らし方・住まい方の地域活動 

景観まちづくり運動案〔自主活動〕

・緑や生き物を育てる 
・公園清掃などまちをきれいにする 
・花の種類を揃える 
・ベランダ、玄関を親水公園に向ける 
 

地区計画 

・景観まちづくりの目標、方針 
・屋根の形状を勾配屋根にする 
・沿道の緑化を進める 
・周囲と調和しない屋外広告物を

規制する（形態、色、設置場所）
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○景観まちづくりの経過 

平成 17 年 8 月     第 1 回景観まちづくり懇談会の開催 

（沿線の景観の現況と課題の把握） 

平成 17 年 10 月     第 2 回景観まちづくり懇談会の開催 

（他都市の事例研究） 

平成 17 年 11 月     フィードワーク（まち歩き）の開催 

（沿線の景観の現況と課題の確認） 

平成 18 年 1 月     第 3 回景観まちづくり懇談会の開催 

（景観まちづくりの方針案の意見交換） 

平成 18 年 ４月     第４回景観まちづくり懇談会の開催 

（景観まちづくりのルールの意見交換） 

平成 18 年 8 月    第５回景観まちづくり懇談会の開催 

（景観地区のルールの意見交換） 

平成 18 年 9～10 月 景観地区の説明会の開催（計 4 回） 

都市計画法第 16 条に基づく都市計画原案の縦覧 

平成 18 年 10 月     都市計画法第 1７条に基づく都市計画案の縦覧 

平成 1８年 12 月 20 日 江戸川区都市計画審議会へ諮問・答申 

 

平成 1８年 12 月 26 日 景観地区および景観形成地区計画の都市計画決定 


